
 



Ｑ. 拠出金についての説明が不足しています。
例えば途中で止めることができるかとか、どの
ように請求されるとか全く記載されていません。
これについては今後も続けていくのですか。 
 

Ｑ. まいにち生協の頃と比べて、他地域の商品が
多く、地域づくりの点、カーボンニュートラルの点
でも地産地消をもっと考えてほしいです。ＥＶトラ
ックについても一長一短ある中で、一度に切り替
えるのはどうかと思います。 
 

Ｑ. 自推でも他推でも、決める前に組合員に知らせ
て投票で決めてはどうですか。 

 

 

Q. ＥＶトラックについてはもう少し費用対効果に
ついて議論が必要ではないでしょうか。ＥＶなら
社会環境の保存に効果があるという検証がされ
ているのかが、今までの資料ではよく分かりませ
んでした。 

Ｑ. 役員報酬について、役員の方の業務内容と賃
金も報酬と別にあるかなど、少し不透明かなと感
じます。 
 

Q. ２０２５年度損益予算書の中で、１％の拠出金
は予算書にどういう形で反映されているのです
か。 
 
 

Ｑ. 全員貰い過ぎです。今の世の中、経済状況を
よく見てください。 
 
 

  

 

 

 

  

第 74回通常総代会でいただいたご質問・ご意見を一部紹介します。 

 
                 

Ａ．1％の拠出金は預り金として貸借対照表の中
で処理を行うため、損益予算書には反映されませ
ん。 

 

 

 

 

A．同意いただけていない組合員にはまた案内を
届けます。ご指摘いただいたように確かに説明
が不足していましたので、理事会として案内文
については再考します。 

 
 

 

 

Ａ．グリーンコープの事業の中で二酸化炭素を一
番多く排出しているのが車輌であることから車
輌をＥＶ化し、「グリーンコープでんき」で充電
し走ることにより、削減になると考えており、ガ
ソリン車と比較し１０年間使用した場合、約３７
トン、二酸化炭素の排出量を削減できる試算とな
っています。理事会としては、気候変動が起こっ
ている、地球温暖化は進行していると考え、「み
どりの地球をみどりのまま子どもたちに渡した
い」と考え、今できることを考え行動したいと思
っています。 

 

 

Ａ．たしかに他地域の商品が多いかもしれません
が、地元でグリーンコープ生協の基準に合った商
品を探すことは大変です。グリーンコープ連合会
に加入することで二次原料までわかった商品を取
り扱えたり、まいにち生協だけではできなかった
運動、活動などができるようになったことも事実
です。地元商品は単協版で取り扱いを行っている
ので利用をお願いします。ＥＶトラックについて
は、議案書にも記載しているように、現在は１台
導入していますが、今後の予定については計画が
立っていません。市場の動向を注視していきます。 
 

 

 

第２号議案について 

第３号議案について 

Ａ．役員は生協の最高議決機関である総代会で選
出されます。理事は組合員を代表し、生協の運営
を決定するという重要な役割・責任をもっていま
す。理事会に参加し組合員の意見を反映させ、事
業方針や経営方針などを決定しています。監事は
総代会で決定された事業計画および予算に従って
運営等が遂行されているか、不正や誤りはないか、
また業務執行が法令・定款・規約に則って行われ
ているかを監査する役割・責任をもっています。
役員は報酬のみで別に賃金は発生していません。 

  

Ｑ. 気候変動とカーボンニュートラルの取り組み
について、１％の拠出金は具体的な使い道ははっ
きり決まっていますか。拠出金はいったん本部
（九州）に集められるのですか。それとも島根だけ
で使われるのですか。 

 

 

 

   

 

A．大きな使い道はＥＶ車輌の導入、その他には
急速冷凍庫の設置費用にも充て新しい保冷箱と
保冷剤を活用しドライアイスの削減を行います。
拠出金はオールグリーンコープで使用すること
となります。 

 

 

 

第５号議案について 

Ａ．役員については「役員選任規定」に方法が定
められており、その規定に則り手続きを行ってい
ます。 

その他 

第 74回通常総代会について、みらんと 151号から 154号でお届けしました。 
いただいたご意見を活かして、組合員のみなさんとともによりよいグリーンコープ生協(島根)
にしていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

第４号議案について 

Ａ．提案の報酬額は総額であり、役員の人数や責
任・役割を鑑みても決して貰い過ぎてはいないと
考えています。役員としてより一層、活動、運動
を広げ事業の強化に努めていきます。 


